厚木市公告

厚木市公共下水道事業負担金の賦課対象区域について

  厚木市公共下水道事業受益者負担に関する条例第５条の規定に基づき、令和８年度下水道事業負担金の賦課対象区域を次のとおり定めます。

  　令和８年４月１日

                                   厚木市長  山　口   貴　裕
１  賦課対象区域の大字名

　　愛甲三丁目、飯山南四丁目、岡田二丁目、恩名一丁目、上依知、三田、下荻野、下川入、関口、妻田西二丁目、妻田東一丁目、妻田南一丁目、戸室一丁目、温水西二丁目、長谷、船子及び山際の各一部
２  賦課対象区域の地番

    別紙のとおり

